
議案第６９号

和光市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例を定めることについ

て

和光市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

和光市在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例

和光市在宅重度心身障害者手当支給条例（昭和５４年条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の和光市在宅重度心身障害者手当支給条例の規定は、令和４年

４月以後の月分の手当について適用し、同年３月分までの手当については、なお従前の

例による。

令和３年１２月２日提出

和光市長 柴﨑 光子

提 案 理 由

在宅重度心身障害者手当の額の改正を行いたいので、地方自治法第９６条第１項第１号

改正後 改正前

（手当の額等） （手当の額等）

第５条 手当の額は、重度心身障害者１人につき月
額５，０００円とする。

第５条 手当の額は、重度心身障害者１人につき月
額８，０００円とする。

２（略） ２（略）



の規定により、この案を提出するものである。


